
適 時 開 示 体 制 の 概 要  

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。  

記  

当社では、証券取引所の適時開示規則ならびに関連法令に従い、適時・適正な会社情報の開示

に努めております。 

1. 開示前の重要情報は、「内部者取引防止規程」に基づいて管理しております。 

2. 情報開示の方法は、開示義務の有無、情報の重要性等を考慮し、TDnet への登録のほか、資

料の投函、記者発表、当社ホームページへの掲載等によっております。 

3. 適時開示にいたる手順は概ね次のとおりであります。 

 

以 上 

取締役会 

適時開示 

代表取締役 社長執行役員 経営会議 

門 部 各 

コーポレート 本部長（情報取扱責任者） 

総務部 

発生事実 決定事実・決算情報 

事前照会 

開示の要否・重要性等の検討 


